
【参考】申告要否フローチャート

申告される方は町の申告会場にお越しくださるか、ご自分で税務署に確定申告書をご提出ください。町の申告会場では、
職員が世帯全員の収入状況を聞き取りしながら、所得税の確定申告と町県民税の申告いずれの申告をすべきか判断の上、
その場で申告書を作成します。自分が申告すべきかどうかについては、以下のフローチャートを参考としてください。

【フローチャートＩ】

はい

いいえ

いいえ はい

はい いいえ

はい

いいえ

【フローチャートⅡ】
営業・農業（委託を含む）・不動産（地代・家賃）・雑（個人年金や報酬・謝金等）・土地建物譲渡の収入がある方は必ず申告
が必要です。計算上所得税の納税・還付が生じる場合は所得税の確定申告、生じない場合は町県民税の申告となります。
それ以外に申告が必要な方については以下のフローチャートを参考としてください。

① はい

いいえ

② はい

いいえ

③ はい

いいえ

※いずれも計算上所得税の還付が生じる場合は、必須ではありませんが確定申告をすることで還付金を受け取ることができます。
※給与収入について、いずれの場合も町に給与支払報告書が提出されなかった時は申告が必要です。

以下に該当しますか？
○土地・建物・株式等の譲渡があった
○青色申告者である
○雑損控除を申告する
○消費税の申告をする

可能な限り鶴岡税務署（確定申告期間中
はエスモール）で申告またはご自分で確
定申告書を作成してください。町では受
付できないことがあります。

申告が必要です。
収入がなかった場合、所得税、町県民税
は課税されませんが町県民税の申告が必
要となります。

申告不要です。
ただし、医療費控除や住宅ローン控除、
その他の控除を追加する場合は申告が必
要となります

計算上所得税の追加納付が生じる場合、
確定申告が必要です。

申告が必要となる場合があります
（フローチャートⅡへ）

申告不要です。

申告不要です。

三川町内にいる家族等が年末調整、所得
税の確定申告、町県民税の申告であなた
を扶養親族として申告している

申告不要です。

昨年1年間に収入はありましたか？
※次のようなものは収入に含みません
（障害年金、遺族年金、社会保険の手当
金・給付金）

昨年1年間の収入について次のいずれか
にあてはまりますか？
①勤務先1か所からの給与のみで年末調
整をした
②公的年金のみ（400万円以下）

どちらか一方の所得が20万円を超える

計算上所得税の追加納付が生じる場合、
確定申告が必要です。実際は還付される
ケースが多いようですが、還付を受ける
場合も確定申告が必要です。

所得税が源泉徴収されている

年末調整していない給与収入が20万円
を超える

計算上所得税の追加納付が生じる場合、
確定申告が必要です。

計算上所得税の追加納付が生じる場合、
確定申告が必要です。

①勤務先1か所からの給与収入のみで年
末調整していない
②勤務先2か所以上からの給与収入があ
る
③公的年金と給与両方の収入がある


